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■事業内容■ 

  

１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 

   

ニュースコンテナ記事 No15                                                      ■ 発行 ２００５．７．１０       

廃掃法施行規則改正案 環境省 
 

 

 

 

    

      

〒336 -0015 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 2051 番地 2

TEL.048-887-2590   FAX.048-886-2817 
ＵＲＬ：www.knights.co.jp 

 
 環境省は廃棄物処理法施行規則の改正案を公表しました。 

今回の施行規則改正は、主に第１６２回国会で成立した廃棄物処理法改正内容にあわせ規定を整備

したものです。 

 改正法で廃棄物処理業・廃棄物処理施設の欠格要件に関する規定が厳格化され、許可業者・施設設

置者に欠格要件の届出義務が盛り込まれたことを受け、（１）新たに欠格要件に該当した許可業者・施

設設置者の届出事項と届出期日に関する規定を整備するとともに、（２）産廃処理業許可・処理施設設

置許可の必要申請書類に、申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書類を追加しました。 

 また、（３）改正法で産廃運搬・処分受託者にも産廃管理票（マニフェスト）保存義務が課されたこと

に対応し、保存期間を５年間と定めたほか、（４）１０年６月以前に埋立処分が開始された最終処分場の

うち、埋立継続中のものについて新たに維持管理積立金制度（注１）の対象に加えるとしたことに対応

し、規則を整合化しました。 

さらに、改正法には関連しませんが、（５）産廃運搬受託者・処分受託者の責任を明確化するため、マ

ニフェスト記載項目に運搬・処分受託者の氏名と名称を追加するとしました。（１）～（５）については１７

年１０月１日の施行を予定しています。 

 このほかにも、（６）１７年４月１日から施行されている産廃処理業者の評価制度で、環境大臣が定める

環境マネジメント認証制度の取得が評価要件となっていることを踏まえ、対象となる認証制度の内容

を、国際標準化機構（ＩＳＯ）１４００１規格と（財）地球環境戦略研究機関によるエコアクション２１－－と規

定しました。（６）については１８年９月３０日までの間適用が猶予されているため、公布日施行としてい

ます。 

当社では、廃掃法の埋立処理基準の分析業務を行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

（注１）埋立を終了した最終処分場の維持管理費用を、埋立期間中に積み立てておく制度。９年の廃

棄物処理法改正に盛り込まれました。 
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